
ケアワーカー、医療ソーシャルワーカーを経て、平成21年
より東京都福祉保健財団高齢者権利擁護支援センター勤務。
平成30年4月より5年間、厚生労働省成年後見制度利用促進専
門官。令和5年５月より現職。令和6年6月より高齢者虐待防
止学会理事。

高齢者の
権利擁護支援

YouTube区公式チャンネル

第１部
高齢社会の現状と
認知症の方への支援

第２部
消費者被害・
高齢者虐待の防止

すべての人の人権が尊重される社会を実現するために、
一人ひとりに何ができるかを考え、行動のきっかけとします。

視聴方法 YouTube区公式チャンネルで配信中です。
上記の２次元コードからアクセスしてください。期間内でしたら何度でも視聴できます。

無料
※配信にかかる費用は視聴者負担です。

令和９年（２０２７年）１月８日（金）１７時まで

参 加 費

配信期間

本講座の録画・録音・撮影・スクリーンショット及びダウンロード・資料等の無断転用・提供等は禁止させていただきます。

■問合せ：江東区人権推進課

〒135-0011 江東区扇橋3-22-2 Eメール：0587020@city.koto.lg.jp

電話：03-3647-1164（直通） FAX：03-5683-0340 ホームページ→

https://www.city.koto.lg.jp/058802/2022jinkennkouza/ondemand.html

一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす

代表理事 川端 伸子さん

－人権学習講座－
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